
史
料
群
と
し
て
の
長
沙
呉
簡

・
試
論

は

じ

め

に

一
九
九
六
年
、
中
国

・
湖
南
省
の
省
都
長
沙
の
中
心
地
と
も
言
う
べ
き
五

一

広
場
脇
の
ビ
ル
建
設
現
場
か
ら
見
つ
か
っ
た
三
国

。
呉
時
代
の
簡
贖
類

（以
下
、

「長
沙
呉
簡
」
と
略
記
）
は
、
発
見
の
第

一
報
直
後
か
ら
内
外
の
大
き
な
関
心
を

引
き
起
こ
し
た
。
な
に
よ
り
も

一
〇
万
点
以
上
と
も
言
わ
れ
た
出
土
簡
贖
点
数

は
、
そ
れ
ま
で
中
国
各
地
で
出
上
し
た
簡
贖
の
総
計
を
上
回
る
数
で
あ
り
、
そ

れ
が

一
箇
所
し
か
も
日
径
三
メ
ー
ト
ル
余
、
深
さ
五

・
六
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小

さ
な
竪
型
井
戸

Ｇ
ｏ
ｏ
賓
蛸
熾
）
か
ら
出
土
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ま

で
中
国
国
内
で
出
土
し
た
簡
憤
の
ほ
と
ん
ど
は
後
漢
時
代
ま
で
の
も
の
で
、
三

国
時
代
以
降
の
も
の
は
、
西
北
辺
境
地
域
で
あ
る
楼
蘭
か
ら
出
土
し
た
簡
贖
な

ど
ご
く

一
部
を
べ
つ
に
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
も

一
因
に
あ

ろ
う
。
二
世
紀
初
頭
、
慕
倫
に
よ
り
製
紙
技
術
が
改
良
さ
れ
、
書
写
材
料
と
し

て
紙
が
普
及
し
始
め
て
か
ら

一
世
紀
以
上
が
経
過
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
な

お
多
種
多
様
な
簡
贖
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

開

尾

史

貞Б

の
で
あ
る
。
し
か
も
魏

・
蜀

‘
呉
の
三
国
の
な
か
で
は

『三
国
志
』
呉
書
以
外

に
史
料
の
乏
し
い
呉
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
、
大
き
な
関
心
を
支
え
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
国
で
は
、
国
家
文
物
局
の
指
導
下
、
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
整
理
組

（以

下
、
「整
理
組
し

や
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
保
護
組
な
ど
の
チ
ー
ム
が
た
だ
ち

に
組
織
さ
れ
、
整
理
組
の
成
果
と
し
て
、
大
木
簡
と
通
称
さ
れ
る
克
民
田
家
苅

の
写
真
と
釈
文
を
収
録
し
た
大
型
図
録
本

【
整
理
組

（編
）
一
九
九
九
Ａ
】
（本

稿
末
尾
の
文
献

一
覧
参
昭
〔。
以
下
同
様
）
と
竹
簡
の
写
真

・
釈
文
か
ら
な
る
大
型

図
録
本

【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
が
既
に
刊
行
さ
れ
、
今
後
も
続
利
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
型
図
録
本
の
刊
行
と
前
後
し
て
研
究
成
果
も
現
わ
れ
始
め
て

い
る
。
わ
が
国
で
は
、
筆
者
も

一
員
で
あ
る
長
沙
呉
街
研
究
会
が

一
九
九
九
年

九
月
に
発
足
し
、
今
ま
で
に
報
告
集
を
三
冊
刊
行
し
た
が

【
呉
簡
研

（編
）
二

〇
〇

一
】
・
【
呉
簡
研

（編
）
二
〇
〇
四
】
、
前
者
は
吏
民
田
家
苅
に
関
す
る
、

後
者
は
竹
簡
に
関
す
る
成
果
で
あ
る
。
中
国
で
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
、
整
理

組
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
羅
新

（北
京
大
学
中
国
古
代
史
研
究
中
心
）
を
中
心
に
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在
京
の
若
手
研
究
者
に
よ
り
呉
簡
研
討
班
が
組
織
さ
れ
、
最
近
そ
の
成
果
が
公

刊
さ
れ
た

【
研
討
班

（編
）
二
〇
〇
（配
】
。
ま
た
こ
れ
に
続
き
、
地
元
長
沙
の

簡
贖
研
究
者
で
あ
る
子
振
波

（湖
北
大
学
歴
史
系
）
の
成
果
も
公
刊
を
み
た

【
子

二
〇
〇
四
】
。

し
か
し

【
整
理
組

（編
）

一
九
九
九
Ａ
】
に
収
録
さ
れ
た
克
民
田
家
苅
は
二

一
四

一
点
、
【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
に
収
録
さ
れ
た
竹
簡
は

一
〇
五
四

五
点
で
、
合
わ
せ
て
も

一
二
六
人
六
点
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
竹
簡
は
そ
の
ご

く

一
部
が
公
表
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
整
理
組
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
釈
読
作
業
は

な
お
継
続
中
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
型
の
本
簡
、
木
憤
、
封
検
、
お
よ
び
鉄
牌
な

ど
に
つ
い
て
は
、
な
お
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
ま
つ
て
お
り
、
誤
皆
的
な
釈
読
作

業
は
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
今
ま
で

の
研
究
の
方
向
は
、
吏
民
田
家
苅
や
竹
簡
に
見
え
て
い
る
文
字
や
語
句
の
意
味

の
確
定
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
簡
贖

の
内
容
を
重
視
す
る
傾
向
は
と
く
に
中
国
に
お
け
る
研
究
に
顕
著
で
あ
り
、
文

字

・
語
句
の
意
味
の
確
定
か
ら

一
歩
進
ん
で
制
度
の
全
体
像
に
迫
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
簡
煩
の
形
態
を
は
じ
め
、
様
式

・
性
格

・
機
能
な
ど
の
諸
側
面
、
さ

ら
に
は
そ
れ
と
関
連
す
る
が
出
土
状
況
な
ど
に
対
す
る
多
角
的
な
検
討
に
お
い

て
は
、
見
る
べ
き
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
が
現
状
で
あ
（従
。

こ
の
こ
と
は
、
簡
贖
を
実
見
で
き
る
の
が
ご
く

一
部
の
研
究
者
に
限
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
程
度
ま
で
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

少
な
い
情
報
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
多
角
的
な
検
討
を
試
み
る
こ
と
が
無

意
味
だ
と
も
思
え
な
（壁
。
む
し
ろ
長
沙
呉
簡
と
い
う
史
料
群
が
画
期
的
な
意
義

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
で
あ
る
と
さ
え
思
う
。

本
稿
で
は
、
多
角
的
な
検
討
の
前
提
と
し
て
、
特
定
の
簡
積
や
吏
民
田
家
苅

と
い
っ
た
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
簡
贖
群
で
は
な
く
、
長
沙
呉
簡
と
い
う
史
料
群

全
体
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
質
や
傾
向
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
史
料
群

の
意
義
も
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
再
認
識
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

順
序
と
し
て
最
初
に
、
多
種
多
様
な
簡
贖
か
ら
な
る
長
沙
呉
簡
の
分
類
に
関
す

る
今
ま
で
の
成
果
を
槻
観
し
て
問
題
点
を
探
り
、
次
い
で
長
沙
呉
簡
全
体
を
対

象
と
し
て
新
た
な
整
理
と
分
類
を
試
み
、
最
後
に
史
料
群
と
し
て
の
特
質
に
つ

（５
）

い
て
簡
単

に
ふ
れ
て
み
た

い
。

一
、
長
沙
呉
街

の
分
類
に
関
す
る
成
果
と
課
題

こ
こ
で
は
長
沙
呉
簡
の
分
類
に
関
す
る
中
国
で
の
成
果
に
つ
い
て
概
観
し
、

問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

発
掘
簡
報

【
長
工

・
長
研

一
九
九
九
】
を
増
補
し
た

【
整
理
組

一
九
九
九

Ｂ
】
の
分
類
を
最
初
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
大
木
簡
で
あ
る
克
民
田
家

苅
の
図
録
本

【
整
理
組

（編
）

一
九
九
九
Ａ
】
の
冒
頭
に
配
さ
れ
た
も
の
で
、

発
掘
に
従
事
し
た
宋
少
華

・
何
旭
紅
の
執
筆
に
か
か
る
。

い

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
三
〇
―
三
五
頁
】
の
分
類

関
子
賦
税
内
容
的
簡
贖



『克
民
田
家
苅
』
大
木
簡

賦
税
類
竹
簡

属
子
戸
税
性
質
的

（竹
）
簡

属
予
算
賦
性
質
的
竹
簡

鎖
牌
木
贖

関
子
戸
口
簿
籍
内
容
的
簡
贖

木
贖
竹
簡
鎖
牌

関
子
其
他
内
容
的
官
文
書
簡
贖

竹
簡
木
簡
木
贖

其
他名
刺
信
札

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
簡
贖
を
そ
の
記
載
内
容
に
よ
り
先
ず
大
別
し
、

次
に
形
態
の
一
つ
で
あ
る
形
状
に
よ
り
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
分
の

欠
点
は
、
内
容
が
不
明
確
な
簡
贖
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、

【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
の
刊
行
に
よ
り
、
右
記
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は

ま
ら
な
い
竹
簡
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
純
。
ま
た
発
掘

簡
報
と
い
う
性
格
上
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
分
類

の
対
象
と
な
っ
た
の
は
簡
贖
が
集
中
的
に
出
土
し
た
た
め
簡
贖
層
と
も
言
わ
れ

る
第
二
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
の
第
三
層

Ｇ
濫
（∞》

か
ら
出
土
し
た
木
贖
と
封
検
が
排
除
さ
れ
て
い
る
点
に
も
問
題
が

（７
）

残
る
。

次
に
整
理
組
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
胡
平
生
の
近
年
の
成
果
を
見
て
み
よ
う
。

②

【
胡

・
李
二
〇
〇
四
、
六
〇
四
―
六
二

一
頁
】
の
分
類

大
木
簡

（嘉
禾
克
民
田
家
苅
）

木
贖

（官
文
書
）

司
法
文
書

挙
薦
版

条
査
文
書

竹
簡黄
籍

（戸
口
簿
籍
）

緻
納
各
種
賦
税
的
券
書
編
聯
而
成
的
簿
籍

官
方
調
査
統
計
的
簿
籍

按
戸
徴
収
銭
物
的
簿
籍

調
査
居
住
郷
間
的
州
郡
県
克
家
属
状
況
的
簿
籍

作
部
工
師
及
妻
子
的
名
籍

書
信



史料群としての長沙呉簡・試論

こ
こ
で
は
、
【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
と
は
違
っ
て
、
簡
積
の
形
状

。
大
き

さ

・
材
質
な
ど
に
よ
っ
て
先
ず
大
別
し
、
そ
の
上
で
内
容
や
性
格
に
よ
る
細
分

が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
簡
憤
の
形
状

。
大
き
さ

。
材

質
の
違
い
が
そ
の
ま
ま
文
書
と
し
て
の
基
本
的
な
性
格
の
違
い
と
し
て
把
握
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
型
の
木
簡
が
吏
民
田
家
苅
、
木
蹟
が
狭
義
の
文

書
、
竹
簡
が
簿
籍
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
で
あ
る
。
ま
た

【
整
理
組

一
九
九
九

Ｂ
】
で
は
名
刺
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
つ
た
木
憤
を
、
新
た
に
挙
薦
版
と
し
た
点

も
評
価
で
き
る
。
書
信
が
簿
籍
に
分
類
さ
れ
て
い
る
な
ど
問
題
も
あ
る
が
、
中

国
に
お
け
る
簡
蹟
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
る
胡
平
生
な
ら
で
は
成
果
と
言
え
よ

う
。
た
だ
大
木
簡
以
外
の
木
簡
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
し

（名
刺
が
な
い
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
）、
さ
ら
に
は
狭
義
の
文
書
と
簿
籍
を
中
心
に
し
た
分
類
で
あ
る
た

め
、
鎖
牌
や
第
二
層
出
土
の
封
検
な
ど
が
対
象
外
と
な
っ
て
し
ま
う
結
果
に
終

わ
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
封
検
は
第
三
層
か
ら
出
土
し
た
の
み
な
ら
ず
、
人
点
と
少
数
で
あ

る
。
ま
た
大
木
簡
以
外
の
木
簡
も
六
〇
点
に
す
ぎ
ず
、
二
〇
〇
〇
点
以
上
に
上

る
大
木
簡
に
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言

っ
て
こ
れ
ら
を
無
視

し
て
よ
い
わ
け
は
な
い
。
あ
ら
た
め
て
こ
れ
ら
を
含
め
て
分
類
を
試
み
た
い
。

二
、
長
沙
呉
簡

の
分
類

・
Ｉ
Ｉ
形
態
と
内
容
を
中
心ヽ
と
し
て
―

こ
こ
で
は
、
あ
ら
た
め
て
長
沙
呉
簡
を
相
互
の
連
関
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
形

態
や
内
容
な
ど
か
ら
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

い
克
民
田
家
苅

（以
下
、
「
田
家
苅
」
と
略
記
）

通
称
大
木
簡
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
さ
四
九

・
八
―
五
六
セ
ン
チ
、

幅
二

・
六
―
五

・
五
セ
ン
チ
の
大
き
な
木
簡
。
呉
時
代
の
一
尺
は
二
三

・
五
―

二
四

。
三
セ
ン
チ
な
の
で

【
王

一
九
九
〇
、
三
三

一
頁
】
、
二
尺
強
の
長
さ
を

ほ
こ
る
。
全
て

【
整
理
組

（編
）

一
九
九
九
Ａ
】
に
写
真
と
釈
文
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
頭
頂
部
に

「同
」
字
ま
た
は

「同
文
」
の
二
字
を
大
書
し
た
上
で
、

そ
の
下
方
に
同
じ
文
言
を
左
右
に
書
き
分
け
、
中
央
で
縦
に
断
割
し
た
。
よ
う

す
る
に
左
右
分
券
方
式
の
券
書
だ
が
、
性
格
と
し
て
は
納
税
者
の
帳
簿
で
あ
り
、

県

（長
沙
郡
臨
湘
県
。
当
時
は
臨
湘
侯
国
）
と
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
郷
で
分
有

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
し
た
の
は
、
県
、
具
体
的
に
は
そ
の
田
戸
曹
で
分

有
し
て
い
た
分
で
あ
る
。
帳
簿
と
い
う
判
断
は
、
民
戸
の
所
属
す
る
丘
名
と
そ

の
姓
名

・
各
年

（嘉
禾
四

全
〓
一一五
〉、
同
五

全
〓
三
◇

年
）
の
保
有
田
種
と
そ

の
面
積

・
税
額

（米
・
銭
・
布
）
と
そ
れ
ぞ
れ
の
納
入
年
月
日

・
納
入
先

（倉

吏

・
庫
吏
）

。
校
閲
年
月
日

・
校
閲
者

（官
職
＝
田
戸
曹
史

・
姓
名
。
「校
」
字
。

名
は
自
署
）
が
列
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
吏
民
田
家
苅
と
同
じ
大
き
さ
の
以
下
の
よ
う
な
表
題
簡
が
あ
わ
せ
て
出

土
し
て
お
り
、
郷
単
独
ま
た
は
複
数
の
郷
ご
と
に
ま
と
め
て
県
に
送
達
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
大
木
簡
を

「克
民
田
家
苅
」
と
呼
ぶ
の
も
、
こ
れ

ら
表
題
簡
に
由
来
し
て
い
る
。

①
南
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
吏
民
田
家
別
頃
畝
早
魏
収
米
銭
布
付
授
克
姓
名
年
月



都
苅

Ｃ
と
）

②
環

・
柴
二
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
克
民
田
家
別
苅
如
牒

奮
恙
）

③
東
郷
謹
列
四
年
吏
民
田
家
別
苅

奮
あ
）

④
□
□
謹
列
嘉
禾
四
年
克
民
田
頃
畝
収
銭
布
車
如
牒

奮
ｋ
）

い
ず
れ
も

「謹
列
」
と
あ
る
の
で
、
性
格
と
し
て
は
広
義
の
上
行
文
書
に
含

め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
機
能
的
に
は
券
書
、
内
容
的
に
は
帳
簿
と
い

う
ま
こ
と
に
複
雑
な
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
断
割
面
の
形
状
か
ら
、
左
右
分
券
以
外
に
、
左
右
中
に
三
分
割
さ
れ
る

も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
が
、
胡
平
生
や
李
均
明
、
さ
ら
に
は
王
素
ら
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る

【
胡

一
九
九
人
、
四
五
頁
】
∴
胡

・
李
二
〇
〇
四
、
二
四

一

十
二
四
二
頁
】
・
【
李
他
二
〇
〇

一
、
四
人
九
―
四
九
〇
頁
】
・
【
王
二
〇
〇
四
、

一
九
頁
】
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
実
見
を
含
め
た
調
査
を
必
要
と
し
て
い
る

が
、
左
右
分
券
と
左
右
中
分
券
の
両
種
が
併
存
し
て
い
た
と
す
る
と
、
田
家
苅

の
性
格
自
体
な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
な
（斜
。

②
賦
税
納
入
簡

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
が

「賦
税
類
竹
簡
」
、
【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
が

「緻
納
各
種
賦
税
的
券
書
編
聯
而
成
的
簿
籍
」
と
呼
ん
だ
竹
簡
類
で
あ
る
。
長

さ
二
五
―
二
九
セ
ン
チ
、
幅

一
。
ニ
ー

一
・
五
セ
ン
チ
の
も
の
と
、
長
さ
二

二

・
ニ
ー
二
三

・
五
セ
ン
チ
、
幅
○

・
五
―

一
。
ニ
セ
ン
チ
の
も
の
と
が
あ
り
、

一
部
の
写
真
と
釈
文
が

【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
が

「属
子
算
賦
性
質
的
竹
簡
」
と
細
分
し

た
も
の
は
等
し
く
冒
頭
に

「入
」
字
を
書
き
、
中
ほ
ど
に

「同
」
字
も
し
く
は

「同
文
」
が
大
書
さ
れ
て
お
り
、
①
の
日
家
苅
と
同
じ
よ
う
に
左
右
分
券
方
式

の
券
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
断
割
さ
れ
た
別
片
の
冒
頭
に
は

「出
」
字

が
書
写
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
胡
平
生

・
李
天
虹
は
、
賦
税
の
納
入
者

で
あ
る
民
戸
が
別
片
を
保
有
し
、
出
土
し
た

「入
」
字
片
は
官
府
で
編
綴
し
て

保
存
さ
れ
て
い
た
と
す
る

【
胡

・
李
二
〇
〇
四
、
六

一
七
買
】
。
た
だ
田
家
苅

の
よ
う
に
、
「出
」
字
片
が
郷
で
保
有
さ
れ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
理
、

「入
」
字
片
の
保
有
者
が
官
府
で
あ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
に
部
署
や
官
員
な

ど
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
中
村
威
也
が
Ⅲ
式
簡
と
し
て
い
る
竹
簡
は
、

こ
の
問
題
に
も
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る

【
中
村
二
〇
〇
四
、
五
六
頁
】
。

⑤
右
平
郷
入
皮
五
十
人
枚

命
烏
９

⑥
集
凡
諸
郷
起
十
二
月

一
日
詑
対
日
、
入
襟
皮
二
百
汁
六
枚
□
□
図

（∞
］りＯ
）

こ
の
う
ち
⑤
は
、
獣
皮
の
納
入
例
ご
と
に
賦
税
納
入
簡
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ

が
納
入
者
の
郷
ご
と
に
集
約
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り

（獣
皮
の
枚
数
か
ら
判

断
し
て
月
ご
と
に
集
計
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）、
お
そ
ら
く
は
帳
尻
簡
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
⑥
は
、
そ
れ
が
さ
ら
に
集
計
さ
れ
、
某
年

一
二
月
の
獣
皮

の
納
入
に
関
わ
る
納
入
例
全
て
に
紺
す
る
帳
尻
簡
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
簡
が
賦
税
の
納
入
先
と
な
っ
た
倉
や
庫
の
克
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ

（獣
皮
は
庫
克
の
担
当
）、
個
々
の
賦
税
納
入
簡
と

一
括
の
上
、　
一
定
の
間
保
有

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



史料群としての長沙呉簡 。試論

そ
も
そ
も
所
定
の
税
種

・
税
額
を
倉
や
庫
の
吏
が
受
領
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
の
が
こ
れ
ら
賦
税
納
入
簡
の
機
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「入
」
字
片
は
先
ず
は

倉
や
庫
の
克
の
手
元
に
、
対
応
す
る
税
種

・
税
額
と
と
も
に
集
積
さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
つ
と
も
そ
れ
で
は
な
ぜ

「入
」
字
片
が
、
県
の
田

戸
曹
史
が
作
成

。
保
有
し
て
い
た
田
家
苅
と
と
も
に
出
上
し
た
の
か
、
と
い
う

問
題
は
残
る
。

な
お
⑤

。
⑥
を
は
じ
め
、
帳
尻
簡
に
は
年
次

（賦
課
年
次
や
書
写
年
次
な
ど
）

が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
種
の
竹
簡
の
多
く
は
嘉
禾
元

（≡
≡
じ
年

と
同
二

（≡
≡
こ

年
の
も
の
で
あ
り
、
田
家
苅
よ
り
も
若
千
だ
が
早
い
時
期

に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
見
え
る
税
種
が
、
国
家
苅
に
記
載
さ
れ
た
税

米
や
租
米
に
限
定
さ
れ
ず
、
ま
こ
と
に
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
つ
い
て
も
既
に

言
及
が
あ
る

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
三

一
頁
】
。

０
賦
税
総
帳
木
贖

（賦
税
総
帳
木
簡
）

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
で
、
「関
子
賦
税
内
容
的
簡
積
」
中
の

「木
贖
」

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
木
憤
の
出
土
総
数
は
不
明
だ
が
、
そ

こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
駕
Ｙ
］
卜
Φ
ｏ
は
、
長
さ
二
四

。
五
セ
ン
チ
、
幅
が
七

・

五
セ
ン
チ
な
の
で
、
長
さ
は
ほ
ぼ

一
尺
に
相
当
す
る
。
来
年
の
正
月
十
三
日
か

ら
甘
六
日
ま
で
の
四
日
間
に
州
中
倉
に
納
入
さ
れ
た
米
の
総
額

全
二
百
四
十
八

鮮
五
斗
八
升
）
と
そ
の
内
訳

（税
米

・
租
米
の
ほ
か
、
余
力
租
米
・
八
億
銭
米

・
金
民

限
米
・
私
学
限
米
・
佃
克
限
米

・
田
畝
布
米
・
田
畝
銭
米
な
ど
）
を
列
挙
し
た
も
の

で
あ
る
。
冒
頭
に
同
倉
の
吏
で
あ
る
郭
勲
、
馬
欽
、
張
曼
、
お
よ
び
周
棟
の
名

が
記
さ
れ
、
末
尾
は
廿
六
日
の
日
付
に
続
く

「倉
克
沿
慮
白
」
で
結
ば
れ
て
い

る
。
諸
税
の
米
の
納
入
先
と
な
っ
た
州
中
倉
か
ら
、
よ
り
上
位
の
部
署
に
送
ら

れ
た
木
贖
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「叩
頭
死
罪
」
と
か

「誠
慢
誠
恐
」
と
か
い
っ

た
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。
先
の
賦
税
納
入
簡
な
ど
他
の
簡
贖
と

一
緒
に
送
ら
れ

た
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う
。

な
お

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、
九
七
頁
】
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
う
ち
、

①
は
形
状
こ
そ
木
簡
だ
が
、
賦
税
総
帳
木
腹
と
同
じ
性
格
と
機
能
を
有
し
て
い

た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。　
一
定
の
期
間
内
に
納
入
さ
れ
た
米
の
種
類
が
少

な
く
、
記
載
事
項
が
短
い
場
合
は
、
あ
え
て
木
積
で
は
な
く
木
簡
が
利
用
さ
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
う
す
る
に
〔
賦
税
総
帳
に
は
記
載
量
に
応
じ
て

木
憤
と
木
簡
が
使
い
分
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ω
賦
税
関
係
司
法
木
贖

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
で
、
「関
子
其
他
内
容
的
官
文
書
簡
績
」
中
の

「木
積
」
、
【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
で
、
「木
贖
」
中
の

「司
法
文
書
」
と
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
駕
Ｙ
］
り
ヽ
ｏ
と
、
後
者
だ
け

に
言
及
さ
れ
て
い
る
整
理
番
号
未
詳
の
二
点
が
あ
る
。
出
Ｓ

は
、
長
さ
二

五

・
ニ
セ
ン
チ
、
幅
九

・
六
セ
ン
チ
で
人
行
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
発
信
者
が
録
事

嫁
の
沿
魂
、
呑
号
未
詳
贖
は
中
賊
曹
嫁
の
陳
暖
だ
が
、
内
容
的
に
は
等
し
く
許

（・６
）
迪
が
無
断
で
官
塩
を
売
却
し
て
米
に
代
え
、
そ
の
大
部
分
を
倉
吏
に
納
入
し
た

も
の
の
、
残
り
を
着
服
し
て
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
者
は
督
郵
の
、
後
者
は

「曹
」
の
勅
を
受
け
て
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記



す
が
、
宛
先
は
と
も
に

「曹
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

「叩
頭
死
罪
白
」
、
「誠

憧
誠
恐
」
と
い
う
文
言
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
県
の
功
曹
に
宛
て
た
上
行
文

書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
（Ｎ
。
た
だ
し
功
曹
に
宛
て
た
上
行
文
書
が
田
家
苅
や

賦
税
納
入
簡
な
ど
と
と
も
に
出
上
し
た
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

①
賦
税
関
係
鎖
牌

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
で
、
「関
子
賦
税
内
容
的
簡
贖
」
中
の

「銑
牌
」

（
・８
）

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
「例
六
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
く
Ｙ
誤
鶏
と
、

駕
Ｙ
Ы
娯

と
が
該
当
す
る
。
前
者
は
長
さ
七

・
五
セ
ン
チ
、
幅
三

・
三
セ
ン

チ
で
、
両
面
に
書
写
さ
れ
た
文
字
か
ら
、
州
中
倉
に
関
す
る
嘉
禾
三

（壬
二

四
）
年
の
月
旦
簿
に
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
後
者
は
、

三
州
倉
か
ら
州
中
倉
に
運
ば
れ
た
嘉
禾
元

（≡
≡
じ
年
分
の

「雑
米
苅
」
に

附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
月
旦
簿
や
雑
米
苅
に
附

さ
れ
て
州
中
倉
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

０
戸
等

・
戸
税
簡

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「関
子
賦
税
内
容
的
簡
贖
」
中
の

「賦
税
類
竹

簡
」
で
、
②
を
除
い
た
部
分
、
す
な
わ
ち

「属
子
戸
税
性
質
的

（竹
）
簡
」
、

【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
の

「竹
簡
」
中
の

「官
方
調
査
統
計
的
簿
籍
」
で
、

「按
戸
徴
収
銭
物
的
簿
籍
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。　
一
部
は

【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
に
写
真
と
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
竹
青
と
竹
黄
の
両

面
に
書
写
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
種
の
竹
簡
の
記
載
か
ら
、

当
時
、
上
中
下
の
三
等
戸
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
所
属

郷
名
十
身
分

（「男
子
」、
「大
男
」
な
ど
）
十
姓
名
十
戸
等
十
税
額

（銭
）
な
ど
が

記
さ
れ
た
簡
も
あ
る
。

た
だ
し
納
入
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
い
や
②
の
よ
う
な
券
書
で

は
な
く
、
丘
名
の
記
載
も
な
い
。
し
た
が
つ
て
単
な
る
課
税
者
の
一
覧
と
そ
の

集
計
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
②
と
は
大
き
さ
や

材
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
性
格
や
機
能
の
点
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

（
・９
）

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
年
紀
簿

【
整
理
紅

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「関
子
戸
口
簿
籍
内
容
的
簡
憤
」
中
の

「竹

簡
」
、
【
胡

。
李
二
〇
〇
四
】
の

「竹
簡
」
中
の

「黄
籍
」
（民
籍
）
と
、
同
じ

く

「竹
街
」
中
の

「官
方
調
査
統
計
的
簿
籍
」
で
、
「調
査
居
住
郷
間
的
州
郡

県
克
家
属
状
況
的
簿
籍
」
答吏
籍
）
や

「作
部
工
師
及
妻
子
的
名
籍
」
（師
佐
籍
）

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
名
籍
と
通
称
さ
肥
、
記
載
内
容
と
様
式
に
よ
っ

て
、
民
籍

・
師
佐
籍

・
吏
籍
の
三
種
に
分
類
さ
れ
る

【
安
部
二
〇
〇
四
】
。
②

の
賦
税
納
入
簡
や
０
の
戸
等

・
戸
税
簡
な
ど
と
同
じ
大
き
さ
の
竹
簡
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
編
綴
の
痕
跡
も
確
認
さ
れ
る
。
三
種
の
う
ち
も

っ
と
も
多
い
民
籍

は
、
戸
主
簡
と
家
族
簡
に
大
別
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
通
常
姓
名
と
年
齢
の
ほ

か
、
続
柄

企
戸
主
で
あ
れ
ば

「戸
人
じ

や
身
体
の
状
況
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
（喧

最
後
に
当
該
の
戸
全
体
の
日
数
と
讐
数
を
記
し
た
簡
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
名
籍
簡
の
正
式
名
称
が
年
紀
簿
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
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標
題
簡
の
存
在
か
ら
知
ら
れ
る
。

⑦
南
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
吏
民
戸
敷
口
食
人
名
年
紀
簿

Ｇ
寓
９

③
□
小
武
陵
郷
□
嘉
禾
四
年
吏
民
人
名
妻
子
年
紀
簿

含
Ξ
認
）

標
題
簡
に
も
編
綴
の
痕
跡
が
等
し
く
認
め
ら
れ
る
の
で
、
郷
ご
と
に
ま
と
め

ら
れ
て
県
行
に
提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
右
の
二
点
か
ら
、
年
紀
簿
に

は
、
嘉
未
四

（≡
一三
）
年
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
標
題
簡
に
対
応
す
る
帳
尻
簡
の
存
在
も
左
の
よ
う
に
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。

③
□
右
小
武
陵
郷
領
四
年
吏
民

一
百
九
十
四
□

・
民
口
九
百
五
十

一
人

・
克

口
□
□
□
園

一
千
三
百
汁
四
銭

ぐ
吊
９

た
だ
以
下
の
よ
う
な
帳
尻
簡
か
ら
、
そ
の
作
成
や
整
理
に
は
、
里
も
関
与
し
て

い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

⑩
右
高
遷
里
領
吏
民
汁
人
戸

・
口
食

一
百
八
十
人

（Ｐ罵
遥
）

①
右
吉
陽
里
領
吏
民
対
六
戸

。
日
食

一
百
七
十
三
人

（Ｐ寓
瑠
）

し
た
が
っ
て
年
紀
簿
は
ま
ず
里
ご
と
に
作
成
さ
れ
、
か
つ
ま
と
め
ら
れ
、
そ

の
上
で
郷
の
審
査
を
受
け
、
郷
の
責
任
に
お
い
て
県
衛
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
（腿
。
こ
の
場
合
、
郷
を
代
表
し
て
年
紀

簿
の
作
成
と
提
出
に
責
任
を
負

っ
た
の
は
、
次
に
掲
げ
る
木
憤
か
ら
し
て
各
郷

担
当
の
勘
農
嫁
だ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

①
年
紀
簿
作
成
木
憤

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「関
子
戸
口
簿
籍
内
容
的
簡
贖
」
中
の

「木

贖
」
、
【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
の

「木
贖
」
中
の

「柔
査
文
書
」
に
あ
た
る
。
長

さ
は
二
三
―
二
三

・
五
セ
ン
チ
、
幅
が
四
―
五
セ
ン
チ
。
東
郷
勧
農
像
の
殷
連

の
作
成
に
か
か
る
駕
Ｙ
誤
島

と
、
広
成
郷
勧
農
抜
の
区
光
や
都
郷
勘
農
橡
の

郭
宋
ら
の
作
成
に
か
か
る
整
理
番
号
不
詳
の
計
三
点
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「被

書
條
列
州

（軍
）
克
父
兄

（子
弟
依
庭
）
人
名
年
紀
為
簿
」
な
る
文
言
が
冒
頭
付

近
に
あ
り
、
年
紀
簿
作
成
の
由
来
か
ら
始
ま
り
、
内
容
の
概
要

（州
吏
・
父
兄

の
員
数
な
ど
）
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
郷
か
ら
県
行
に
宛
て
て
提
出
さ
れ
た

年
紀
簿

（＞」
の
場
合
は
吏
籍
か
）
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
嘉
禾
四

（≡
一三
）
年
入
月
二
六
日
の
も
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、

田
家
苅
と
同
じ
よ
う
に
頭
頂
部
に

「同
」
字
が
大
書
さ
れ
た
上
に
、
末
尾
に

「破
苅

（保
稼
こ

と
あ
る
点
だ
ろ
う
。
よ
う
す
る
に
田
家
苅
と
同
じ
く
左
右

分
券
方
式
の
券
書
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
郷
勧
農
抜
と
県
衡
の
関
係
部

署
の
吏
と
の
間
で
分
有
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
（理
。
も
ち
ろ
ん
出
土
し
た
の
は
、
後

者
に
保
有
さ
れ
て
い
た

一
方
で
あ
る
。

①
年
紀
簿
調
査
木
贖

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「関
子
其
他
内
容
的
官
文
書
簡
贖
」
中
の

「木

贖
」
、
【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
の

「木
贖
」
中
の

「案
査
文
書
」
に
あ
た
礎
。
該

当
す
る
の
は
、
長
さ
二
三

・
六
セ
ン
チ
、
幅
六
セ
ン
チ
の
駕
Ｙ
］
ｓ
ｏ
い
だ
け
だ

（２６
）
が
、
こ
れ
は
南
郷
勧
農
嫁
の
番
琉
が
功
曹
の
勅
を
う
け
、
管
轄
下
に
あ
る
人
物

の
身
分
を
調
査
し
た
結
果
を
功
曹
に
報
告
し
た
上
行
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

冒
頭
の

「叩
頭
死
罪
白
」
や
末
尾
の

「誠
僅
誠
恐
」
な
ど
の
常
套
句
の
存
在
か



ら
証
明
さ
れ
る
。
郷
に
常
備
さ
れ
て
い
た
年
紀
簿
に
も
と
づ
い
て
正
し
い
身
分

（こ
の
場
合
は

「正
戸
」
で
あ
っ
て
、
「私
学
」
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
）
を
確
認
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

ω
私
学
木
贖

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「其
他
」
中
の

「名
刺
」
、
【
胡

・
李
二
〇
〇

四
】
の

「木
贖
」
中
の

「挙
薦
版
」
で
、
く
Ｙ
Ы
≦

と
後
者
が
紹
介
す
る
整

理
番
号
未
詳
の
二
点
が
該
当
す
る
。
こ
の
う
ち
Ю
２
Ｎ
は
長
さ
二
四

。
一
セ
ン

チ
、
幅
は
六

。
一
セ
ン
チ
な
の
で
、
木
贖
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
盆
Ｎ
は
、

「私
学
」
で
長
沙
郡
劉
陽
県
の
謝
達
を
右
郎
中
の
費
通
が
推
挙
す
る
趣
旨
の
、

ま
た
嘉
禾
二

（≡
≡
こ

年
の
紀
年
を
有
す
る
番
号
未
詳
順
は
、
同
じ
く

「私

学
」
で
あ
る
南
郡
の
周
基
を
除
の
張
間
が
推
挙
す
る
趣
旨
の
内
容
を
も

つ
。

「私
学
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
（腿
、
文
末
の

「祭
」

字
だ
け
で
こ
れ
を

「挙
薦
版
」
と
す
る
の
は
な
お
躊
躇
さ
れ
る
。

ω
年
紀
簿
関
係
鎖
牌

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「関
子
戸
口
簿
籍
内
容
的
簡
贖
」
中
の

「鎖

牌
」
に
あ
た
る
。
該
当
す
る
の
は
、
駕
坪
誤
懇

と

く
Ｙ
誤
送

の
二
点
で
あ

る
。
前
者
は
長
さ

一
一
・
ニ
セ
ン
チ
、
幅
が
三

・
三
セ
ン
チ
、
後
者
は
長
さ
七

セ
ン
チ
、
幅
三

・
三
セ
ン
チ
で
、
幅
は
同
じ
だ
が
、
長
さ
は
大
分
異
な
る
。
前

者
に
は
、
「兵
曹
」
な
る
標
題
の
下
に
二
行
に
わ
た
っ
て

「徒
作
部
工
師
及
」

妻
子
本
事
」
と
あ
る
の
で
、
師
佐
籍
と
の
関
連
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
後
者
に

は
両
面
に

「小
武
陵
郷
」
の
標
題
が
あ
り
、
そ
の
下
に

一
面
に
は

「資
民
貸

食
」
今
餘
禾
所
付
」
、
別
面
に
は

「守
録
人
名
本
簿
」
と
あ
る
。
年
紀
簿
中
か

ら
特
定
の
民
戸
だ
け
を
抽
出
し
た
分
に
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑫
書
信
【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「其
他
」
中
の

「信
札
」
で
、
鷺
Ｙ
馘
駕

や

蔦
鞘
誤
認

な
ど
が
あ
る
。
前
者
は
長
さ
二
四

。
ニ
セ
ン
チ
、
幅
三

・
ニ
セ
ン

（２９
）

チ
、
後
者
は
長
塔
二
三

・
九
セ
ン
チ
、
幅
三

・
四
セ
ン
チ
の
木
簡
。
と
も
に
行

書
体
で
二
行
が
認
め
ら
れ
、
後
者
は
両
面
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。
釈
読
は
困
難

な
よ
う
だ
が
、
形
式
的
に
は

「某
白
」
で
始
ま
り
、
「某
白
」
で
結
ば
れ
て
い

Ｚつ
。な

お

【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
が
、
「竹
簡
」
中
の

「官
方
調
査
統
計
的
簿

籍
」
に

「書
信
」
と
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
、
臨
湘
国
相
の
某

靖
と
同
じ
く
丞
の
某
祁
と
が
連
名
で
出
し
た
上
行
文
書
で
あ
り
、
嘉
未
元

（四

〓
三
）
年
の
紀
年
を
有
す
る
。

明
名
刺
【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の

「其
他
」
中
の

「名
刺
」
で
、
蔦
Ｙ
誤
罵

ほ

か
が
あ
る
。
長
さ
二
四

。
ニ
セ
ン
チ
、
幅
三

・
ニ
セ
ン
チ
の
木
簡
。
長
沙
郡
益

陽
県
を
本
貫
と
す
る
黄
朝
の
も
の
で
あ
る
が
、
別
面
は
黄
先
の
習
書
に
な
っ
て

い
る
。
責
朝
が
臨
湘
国
に
持
参
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑭
封
検
第
三
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
前
節
の
成
果
で
は
分
類
外
に
お
か
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
粗
山
明
が
既
に
論
及
し
て
い
る

【
漑
山
二
〇
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〇

一
、　
一
五
人
―

一
五
九
頁
】
。
出
土
し
た
人
点
の
う
ち
、
粗
山
が
紙
の
書
信

を
封
絨
す
る
た
め
の
も
の
と
し
た
蔦
』
（ω
）誤
毬

は
、
長
さ

一
〇
セ
ン
チ
、
幅

六
セ
ン
チ
。
中
央
部
分
に
あ
る
封
匝
の
厚
さ
は
○

。
九
セ
ン
チ
で
、
上
書
き
は

「□
克
衛
潤
叩
頭
死
罪
」
図
」
と
あ
る
。
ま
た
漑
山
が
簡
贖
を
封
絨
す
る
た
め

の
も
の
と
し
た
く
Ю
（ω
）誤
怒

は
、
長
さ
七

・
六
セ
ン
チ
、
幅
六

・
三
セ
ン
チ
。

封
匝
の
厚
さ
は
ニ
セ
ン
チ
で
、
上
書
き
は

「書
囲
」
臨
囲
」
廷
以
□
」
園
龍
二

年
□
□
十
日
□
□
□
」
と
あ
る
。
詳
細
な
内
容
は
不
明
な
が
ら
、
黄
龍
二

（二

三
〇
）
年
の
紀
年
を
有
し
て
お
り
、
文
書
木
簡
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆

し
て
い
る
。
さ
ら
に
粗
山
が
物
品
の
証
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
推
測
し
た

】
憎
（∞
）誤
８

は
、
長
さ

一
二
セ
ン
チ
、
幅
五

・
五
セ
ン
チ
で
、
封
匝
の
厚
さ

は
二

・
六
セ
ン
チ
。
「長
沙
安
成
録
簿
笥
」
と
い
う
上
書
き
が
あ
る
。
長
沙
郡

安
成
県
に
ま
つ
わ
る
帳
簿
を
入
れ
た
箱
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
写
真

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
黒
白
版
六
】
や
解
説

・
釈
文

【
同
上
、
二
三
―
二
四
頁
】
な
ど
か
ら
判
断
す
る
限
り
〔
総
数
は
少
量
な
が
ら

多
様
で
あ
つ
て
、　
一
括
し
て
第
三
層
に
あ
つ
た
理
由
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。

狭
義
の
文
書
や
帳
簿
と
は
異
な
り
、
封
検
と
し
て
の
共
通
し
た
機
能
か
ら
し
て

早
期
に
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
（腿
。
た
だ
多
様
な
簡
憤
が
出
土

し
た
な
か
で
、
紙
の
書
信
を
封
絨
し
た
可
能
性
の
あ
る
封
検
が
出
土
し
て
い
る

こ
と
は
、
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑮
そ
の
他

（各
種
竹
簡
）

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
が
、
「関
子
賦
税
内
容
的
簡
憤
」
中
の

「竹
簡
」

と
し
て
掲
げ
る
も
の
に
は
、
②
、
０
、
お
よ
び
⑦
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
。
甲
示
ω
⑬
、
９
］
酌
「
『
、
お
よ
び

ド
イ
ふ
Ξ

な
ど
で
あ
り
、
そ

の
一
部
は
、
【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】
が
、
「竹
簡
」
中
の

「官
方
調
査
統
計
的
簿

籍
」
で
、
「按
戸
徴
収
銭
物
的
簿
籍
」
と
し
て
い
る
も
の
に
相
当
す
る
が
、
内

容
的
に
は
は
る
か
に
多
様
で
あ
る
。
上
の
三
点
は
、
【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇

三
】
に
写
真
と
釈
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
賦
税
の
納
入
や
転
運
に
関
係
す

る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
な
が
ら
、
具
体
的
な
分
類
は
な
お
今
後
の
課
題
で
あ
（誕
。

ま
た

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
が
、
「関
子
其
他
内
容
的
官
文
書
簡
贖
」
中

で
言
及
し
て
い
る
？
淫
ど
、
９
謡
Ξ
、
お
よ
び

Ｅ
ｋ
毬
０
な
ど
も
、
竹
簡

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
後
の
Ｅ
よ
ω
ｏ
ｏ
に
つ
い
て
は
、
【
胡

・
李
二
〇
〇
四
】

に
お
い
て
も
、
「竹
簡
」
中
の

「官
方
調
査
統
計
的
簿
籍
」
で
、
ど
‐
島
ｏ
時
と

と
も
に

「書
信
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
四
点
は
い
ず
れ
も
公

文
書
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
？
】
ざ

と

Ｐ
μ
島
ｏ
ω
は
と
も
に

嘉
禾
元

（≡
こ
し
年
の
紀
年
を
有
し
て
い
る
。

⑮
そ
の
他

（各
種
木
簡
）

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
が
、
「関
子
其
他
内
容
的
官
文
書
簡
積
」
中
で
言

及
し
て
い
る
う
ち
、
駕
鞘
Ю
９
２
、
駕
鞘
Ю
釦
⑥
卜
が
該
当
す
る
。
前
者
は
こ
の
ほ

か
の
四
点
と
と
も
に
、
【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、
九
七
頁
】
に

「小
木

街
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
多
く
は
単
独
簡
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。

側
そ
の
他

（各
種
木
贖
）



【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
が
、
第
三
層
か
ら
の
出
土
品
と
し
て
紹
介
す
る

一

二
点
が
こ
れ
に
該
当
す
る
①
こ
の
う
ち
文
字
が
確
認
で
き
る
の
は
七
点
だ
け
だ

が
、
田
家
苅
な
ど
に
頻
出
し
て
い
る
殷
連
や
張
揚

の
名
が
見
え

て
い
る

「趙
（ω
）ま
Ｒ

の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
第
三
層
出
土
の
木
贖

（封
検
も
同
じ
で
あ
つ
し

が
作
成
年
代
に
お
い
て
第
二
層
出
土
の
各
種
簡
贖
類

よ
り
も
先
行
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ

駕
］
（ω
）Ⅸ
誤

の
よ
う
に
鹿
と
思
し
き
動
物
を
下
端
に
描
い
た
も
の
も
あ
り
、
内
容
的
に
は
ま

ち
ま
ち
で
、
共
通
点
は
捕
捉
で
き
な
い
。
た
だ
上
行
文
書
や
帳
簿
に
あ
た
る
も

の
は
な
い
よ
う
で
、
重
要
度
か
ら
す
れ
ば
低
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
早

期
の
廃
棄
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
形
態
や
内
容
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
長
沙
呉
簡
を

一
七

種
に
分
類
し
て
み
た
。
「そ
の
他
」
と
し
た
⑮
ｌ
ω
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い

て
は
な
お
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
が
、
私
的
に
用
い
ら
れ
た
明
証
の
あ
る
も

の
は
見
当
た
ら
ず
、
ω
以
下
、
⑬
の

「名
刺
」
も
含
め
て
全
て
官
府
な
い
し
は

官
員
の
作
成
に
か
か
る
も
の
と
判
断
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
次
節
で
は
こ
の
結

果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、　
一
七
種
に
つ
い
て
、
よ
り
大
き
な
区
分
を
試
み
た
い
。

三
、
長
沙
呉
街

の
分
類

・
Ⅱ
Ｉ
性
格
と
機
能
を
中
心
と
し
て
―

前
節
で
は
多
様
な
内
容
を
ほ
こ
る
長
沙
呉
簡
を
、
主
と
し
て
形
態
や
内
容
な

ど
に
よ
り
な
が
ら
、　
一
七
種
に
分
類
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
内
容
的
に

賦
税
に
関
連
す
る
も
の
、
名
籍
や
身
分
に
関
連
す
る
も
の
、
お
よ
び
そ
の
他
に

大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
こ
れ
を
示
せ
ば
、
左
記
の
よ
う
に
な
ろ

うヽノ。
ω
賦
税
に
関
連
す
る
も
の

ω
田
家
苅
、
②
賦
税
納
入
簡
、
０
賦
税
総
帳
木
贖

（木
簡
）、
い
賦
税
関
係

司
法
木
贖
、
⑪
賦
税
関
係
鎖
牌

①
名
籍

。
身
分
に
関
連
す
る
も
の

⑥
戸
等

・
戸
税
簡
、
⑦
年
紀
簿
、
③
年
紀
簿
作
成
木
贖
、
０
年
紀
簿
調
査
木

贖
、
⑩
私
学
木
贖
、
ω
年
紀
簿
関
係
鉄
牌

側
そ
の
他

⑫
書
信
、
⑬
名
刺
、
側
封
検
、
ω
そ
の
他

（各
種
竹
簡
）、
⑮
そ
の
他

（各
種

木
簡
）、
口
そ
の
他

（各
種
木
憤
）

さ
て
こ
の
う
ち
、
０
は
臨
湘
侯
国
の
県
行
の
な
か
で
は
、
田
戸
曹
を
は
じ
め
、

倉
曹
や
庫
曹
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
ω
は
同
じ
く
田
戸
曹
に
関
連
す
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ω

・
ω
の
多
く
、
い
や
ほ
と
ん
ど
全
て
が
直
接
と
間
接

の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
田
戸
曹
に
関
連
す
る
簡
贖
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

い
の
日
家
苅
が
納
税
者
の
帳
簿
で
あ
り
、
最
終
的
に
田
戸
曹
史
の
校
閲
を
経

て
い
る
こ
と
か
ら
、
田
戸
曹
に
お
い
て
分
有

・
保
持
さ
れ
た
い
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
そ
の
田
家
苅
の
作
成
に
あ
た
っ
て
参
照
さ
れ

た
の
が
、
②
の
賦
税
納
入
簡
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
初
、
納
入
さ
れ
た
賦
税
と



史料群としての長沙呉簡・試論

と
も
に
納
入
先
の
倉
や
庫
に
集
積
さ
れ
て
い
た
が
、
田
家
荊
の
作
成
に
と
も
な

(33) 

っ
て
田
戸
曹
に
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
③
の
賦
税
総
帳
木
贖
（
木
簡
）
は
、

特
定
の
倉
の
特
定
の
期
間
に
限
定
さ
れ
た
内
容
を
も
つ
が
、
⑤
の
賦
税
関
係
簸

牌
な
ど
と
と
も
に
、
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
②
に
合
わ
せ
て
田
戸
曹
に
届

け
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
想
定
で
き
よ
う
。
④
の
賦
税
関
係
司
法
木
贖
は
宛

先
こ
そ
功
曹
だ
が
、
内
容
的
に
は
倉
吏
が
関
与
し
て
お
り
、
某
倉
の
納
入
状
況

に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
②
の
田
戸
曹
へ
の
送
付
と
田
家
荊
の
作
成

に
際
し
て
、
関
連
資
料
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
出
土
し
た
も

の
が
、
功
曹
に
宛
て
ら
れ
た
正
文
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

一
方
の
①
だ
が
、
⑦
の
年
紀
簿
が
田
戸
曹
に
お
い
て
分
有
・
保
持
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
⑤
の
戸
等
・
戸
税
簡
も
同
様
だ
ろ
う
。
ま
た
⑧
の
年
紀

(34) 

簿
作
成
木
贖
も
年
紀
簿
に
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
⑩
の
私
学
木

贖
や
⑪
の
年
紀
簿
関
係
鍛
牌
が
、
田
戸
曹
に
保
持
さ
れ
て
い
た
積
極
的
な
理
由

は
見
出
せ
な
い
が
、
否
定
的
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
⑨
の
年
紀
簿
調
査

木
贖
は
、
田
と
同
じ
よ
う
に
功
曹
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
特
定
の
戸
の
身

分
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
、
内
容
的
に
は
田
戸
曹
が
把
握
し
て
い
た
（
す
べ

き
）
案
件
だ
っ
た
は
ず
で
、
正
文
以
外
の
写
し
が
田
戸
曹
に
伝
え
ら
れ
た
可
能

性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

圃
に
つ
い
て
は
、
間
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
田
戸
曹
と
の
直
接
の
関
連
を
想

定
で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
層
か
ら
出
土
し
た
⑭
や
⑫
は

内
容
や
文
字
が
不
明
確
な
が
ら
、

田
戸
曹
と
の
関
連
は
見
出
し
が
た
く
、

か

っ

灰
陶
器
・
銅
器
）
、

生
産
工
具
、
建
築
材
料
（
諸
種
の
瓦

・
碑）、

①
や
皿
と
比
較
す
る
と
早
期
に
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
重
視

す
れ
ば
、
⑰
の
各
種
木
贖
な
ど
は
、
田
戸
曹
を
は
じ
め
と
す
る
官
術
や
そ
の
特

定
の
部
局
の
責
任
に
お
い
て
作
成
・
保
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
官
員

個
人
の
責
任
に
お
い
て
作
成
・
保
有
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
り
、
草
稿
・
下
書

右
の
よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、

J
2
2

は
主
と
し
て
、
呉
の
臨
湘

侯
国
の
田
戸
曹
に
集
積
さ
れ
て
い
た
黄
龍
元
（
ニ
ニ
九
）
年
か
ら
嘉
禾
六
（
ニ

――
―
七
）
年
に
か
け
て
の
各
種
文
書
を
廃
棄
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る

(35) 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
簡
贖
層
と
呼
ば
れ
る
第
二
層
の
下
の
第
三
層
か

ら
は
、
既
述
し
た
簡
贖
以
外
に
も
、
生
活
用
器
（
青
姿
器
・
硬
陶
器
・
釉
陶
器
・

必
要
性
の
低
い
簡
讀
が
投
棄
さ
れ
、

お
よ
び
銅
銭

（
一
八
九
枚
）
な
ど
の
器
物
類
が
出
土
し
て
い
る
【
整
理
組
一
九
九
九

B
、

(36) 

0
ー
ニ
三
頁
】
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
簡
贖
以
外
の
器
物
と
保
持
・
保
存
の

や
が
て
そ
の
上
層
に
、
保
持

・
保
存
の
必

要
性
が
高
く
、
実
際
に
臨
湘
侯
国
の
田
戸
曹
に
よ
っ
て
保
持

・
保
存
さ
れ
て
い

(37) 

た
多
数
の
簡
贖
類
が
投
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
器
物
ま
で
も

が
田
戸
曹
の
所
有
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
数
量
な
ど

(38) 

か
ら
判
断
し
て
特
定
の
民
戸
の
所
有
品
だ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。

き
、
さ
ら
に
は
習
書
だ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
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お

わ

り

に

以
上
、
本
稿
で
は
前
世
紀
末
に
中
国

・
湖
南
省
の
長
沙
で
出
土
し
た
長
沙
呉

簡
に
つ
い
て
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
卑
見
を
述
べ
て
み
た
。　
一
〇
万
点
以
上
と
言

わ
れ
る
総
数
の
う
ち
、
写
真
と
釈
文
が
公
表
さ
れ
た
の
は

一
割
前
後
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
実
見
が
困
難
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て
史
料
群
の
全
体
を
対
象
と
し
て
み

た
。
粗
略
に
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
田
家
苅
、
②
賦
税
納
入
簡
、
お
よ
び
０
年
紀
簿
作
成
木

贖
な
ど
の
よ
う
な
券
書
形
式
で
か
つ
文
書
と
し
て
移
動
し
分
有
さ
れ
た
も
の
、

い
賦
税
関
係
司
法
木
贖
や
９
年
紀
簿
調
査
木
贖
な
ど
の
上
行
文
書
、
そ
し
て
い

や
⑪
の
箋
牌
、
側
の
封
検
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
多
種
多
様
な
簡
贖
類
は
、
な
に

よ
り
も
三
国

。
呉
時
代
の
長
沙
と
い
う

一
地
域
に
お
け
る
文
書
行
政
シ
ス
テ
ム

と
そ
の
対
象
と
な
っ
た
地
域
社
会
の
全
貌
解
明
に
寄
与
す
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
史
料
と
し
て
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
、

長
い
歴
史
と
豊
か
な
成
果
に
恵
ま
れ
て
き
た
戦
国

。
秦
漢
時
代
の
簡
憤
研
究
に

学
ぶ
べ
き
こ
と
は
そ
れ
こ
そ
無
数
に
あ
る
の
だ
が
、
反
面
、
そ
れ
を
相
対
化
さ

せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
本
稿
で
⑮
そ
の
他

（各
種
竹
簡
）
と
し
て

一
括
し
て
し
ま
っ
た

竹
簡
の
詳
密
な
分
類
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
史
料
群
自
体
の
個
々
の
内
容
や

性
格

・
機
能
の
分
析
な
ど
、
今
に
で
も
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ

（
３９
）

ま
り
に
多
い
こ
と
も
認
め
な
が
ら
、
ひ
と
ま
ず
は
掴
筆
し
た
い
と
思
う
。

一
九
九
六
年
の
発
掘
調
査
の
報
告
が
出
た
の
も
、
三
年
後
の
九
九
年
の
こ
と
で

あ
る

【
長
工

。
長
研

一
九
九
九

（整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
と
。

（
２
）

呉
簡
研
討
丸
の
成
果
に
は
、
ほ
か
に
も

『歴
史
研
究
』
二
〇
〇

一
年
第
四
期
の

小
特
集
が
あ
る
。

（
３
）

長
沙
呉
簡
研
究
会
の
克
民
田
家
苅
研
究
も
、
形
態
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分

で
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に
冨
谷
至
か

ら
厳
し
い
批
判
が
出
て
い
る

【
冨
谷
二
〇
〇
二
】
。
た
だ
簡
積
を
実
見
で
き
な
い

と
い
う
制
約
を
超
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
当
面
は
、
整
理
組
の
メ
ン
バ
ー

で
吏
民
田
家
苅
の
釈
読
を
担
当
し
た
胡
平
生
や
李
均
明
ら
の
成
果

【
胡

一
九
九

八
】
∴
胡

。
江
二
〇
〇
四
】
・
【
李
他
二
〇
〇

一
】
な
ど
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
４
）

既
に
、
吏
民
田
家
苅
の
性
格
や
機
能
を
問
題
に
し
た
筆
者
や
、
竹
簡
の
う
ち
年

紀
簿
の
様
式
を
追
究
し
た
安
部
聡

一
郎
な
ど
の
仕
事
が
出
て
い
る

【
開
尾
二
〇
〇

一
】
・
【
安
部
二
〇
〇
四
】
。

（
５
）

長
沙
呉
簡
研
究
の
成
果
と
課
題
は
、
整
理
組
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
王
素
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

【
三
二
〇
〇
四
】
。
ま
た
北
京
で
呉
簡
研
討
班
に
も
参

加
し
た
経
験
を
も
つ
伊
藤
敏
雄
に
よ
る
概
観
も
有
益
で
あ
る

【
伊
藤
二
〇
〇
四
】
。

な
お
以
下
の
行
論
で
掲
げ
る
釈
文
の
う
ち
、
【
整
理
組

（編
）

一
九
九
九
Ａ
】
や

【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
に
写
真
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

写
真
を
参
照
し
な
が
ら
釈
文
を
あ
ら
た
め
た
も
の
が
あ
る
。

（
６
）

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
も
、
「属
予
算
賦
性
質
的
竹
簡
」
に
関
連
し
て
賦
税

の
内
容
が
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
性
格
や
機
能

の
点
で
も
ま
こ
と
に
多
様
な
の
で
あ
る
。

（
７
）

文
物
は
第
二
層

。
第
三
層
の
両
層
か
ら
出
上
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
採
集
さ

¢ 註
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れ
た
も
の
が
あ
る

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
二
四
ｔ
二
九
頁
】
。
陶
磁
器
、
瓦
、

お
よ
び
銅
銭
な
ど
第
三
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
同
類
の
も
の
が
多
い
が
、
簡
慣

類
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
８
）

季
均
明
ら
は
、
正
し
く
は
二
尺
四
寸
で
あ
っ
た
と
い
う

【
李
他
二
〇
〇

一
、
四

人
八
頁
】
。
二
尺
四
寸
と
は
、
儒
教
の
経
典
や
律
文
を
書
写
す
る
た
め
の
簡
の
長

さ
だ
が

【
大
庭

一
九
八
四
、
四
四
頁
】
、
国
家
苅
に
な
ぜ
こ
れ
ら
と
同
じ
長
大
簡

が
用
い
ら
れ
た
の
か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
９
）

胡
平
生
は
、
左
右
分
券
以
外
に
上
下
分
券
方
式
の
田
家
苅
が
あ
つ
た
こ
と
を
推

測
す
る

【
胡

一
九
九
八
、
四
五
頁
】
。

（
１０
）

た
だ
し
、
「早
敗
不
収
銭
」
と
だ
け
あ
つ
て
、
納
税
記
事
を
欠
く
田
家
苅
も
あ

る
の
で
、
「納
税
者
の
帳
簿
」
と
い
う
表
現
は
正
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
問
題
は
、
田
家
苅
が
い
つ
の
時
点
で
作
成
さ
れ
た
か
、
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
納
税
記
事
を
欠
く
国
家
苅
は
、
字
数
が
少
な
い
た
め
、
比
較
的
細
い

木
簡
に
大
き
め
の
文
字
で
書
写
さ
れ
て
い
た

（各
国
家
苅
の
行
数
と
木
簡
の
幅
の

対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
【
季
他
三
〇
〇

一
】
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
し
た
が
つ
て

課
税
者
の
帳
簿
と
し
て
、
納
税
以
前
の
早
い
段
階
で
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た

い
。
む
し
ろ
早
熟
の
判
定
が
す
ん
で
納
税
免
除
か
否
か
が
確
定
し
、
か
つ
納
税
該

当
者
が
納
税
を
全
て
完
了
し
た
時
点
で
用
意
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
文
に
掲
げ
た
民
戸
の
所
属
す
る
丘
名
と
姓
名
以
下
の
記
載
事
項
が
、
末
尾
の
自

署
を
べ
つ
に
す
れ
ば
、
同

一
人
に
よ
り

一
気
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
墨
色
や
書
風

か
ら
疑
い
な
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に
納
税
免
除
に

な
っ
た
民
戸
も
含
め
、
課
税
該
当
者
全
員
を
対
象
と
し
て
、
田
家
苅
が
作
成
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
課
税
す
る
た
め
に
該
当
者
を
書
き
出
し

た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て

「課
税
者
の
帳
簿
」
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

（
Ｈ
）

胡

・
李

・
王
三
者
は
等
し
く
根
拠
と
し
て
、
雲
夢
睡
虎
地
出
土
の

「秦
律
十
八

種

・
金
布
律
」
や
龍
筒
出
上
の
秦
簡

「禁
苑
律
」
な
ど
に
見
え
て
い
る

「参
排

券
」
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
、
粗
山
明
の
ご
と
く
、
「吏
の
立
会

い
の
も
と
で
券
を
琲
つ
」
こ
と
、
あ
る
い
は
克
の
立
会
い
の
も
と
で
排
た
れ
た
券

と
解
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か

【
概
山

一
九
九
五
、　
一
七
五
―

一
七
六
頁
】
。

（
・２
）

胡
平
生
は
、
上
下
左
右
の
四
分
割
の
可
能
性
さ
え
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
、

税
の
直
接
の
納
入
先
で
あ
る
倉
吏
と
庫
吏
、
県
衛
に
お
け
る
課
税
と
納
税
の
責
任

部
局
で
あ
り
、
田
家
苅
の
校
閲
も
担
当
し
た
田
戸
曹
の
史
、
そ
し
て
納
税
者
自
身

の
民
戸
の
四
者
に
分
有
さ
れ
た
と
す
る

【
胡

一
九
九
八
、
四
五
頁
】
。
し
か
し
郷

を
想
定
し
な
い
の
は
納
得
で
き
な
い
。

（
‐３
）

た
だ
し
中
村
威
也
が
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
、
書
式
か
ら
さ
ら
に
三
分
類
が
可

能
で
あ
る

【
中
村
二
〇
〇
四
】
。

（
・４
）

賦
税
納
入
簡
に
は
、
邸
閣
の
克
や
そ
れ
に
準
じ
た
人
物

（黍
弁
）
が
介
在
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「出
」
片
が
彼
ら
に
保
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（
・５
）

以
前
、
長
沙
市
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
敏
雄
が

釈
文
を
作
成

。
公
表
し
て
い
る

【
伊
藤
二
〇
〇

一
、　
一
〇
六
―

一
〇
九
頁
】
。
そ

の
う
ち
の

一
点
に
は
、
嘉
未
二

（二
三
三
）
年
の
紀
年
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、
九
六
頁
】
に
も
駕
】
］
ヽ
ｏ
ｏ
に
先
行
す
る
木
贖
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
・６
）

許
迪
は
蔦
〕
誤
ヽ
ｏ
で
は

「吏
」
、
番
号
未
詳
憤
で
は

「大
男
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
二
つ
の
木
積
の
内
容
か
ら
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

（
・７
）

前
者

蔦
増
馘
卜
ｏ
に
は
、
左
端
上
部
に
草
書
体
で

一
字
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ

の
文
字
の
釈
読
を
め
ぐ
り
、
胡
平
生

（冨
星

と
釈
読
）
と
王
素

（「若
」
と
釈
読
。

「諾
」
に
通
じ
る
）
の
間
で
論
争
が
あ
る
が
、
番
号
未
詳
績
に
も
同
じ
書
き
込
み

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
・８
）

【
伊
藤
二
〇
〇

一
、　
一
〇
九
頁
】
に
よ
る
。

（
・９
）

し
た
が
つ
て
、
【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
】
の
分
類
は
再
検
討
の
余
地
が
大
き
い

と
思
う
。
ま
た

【
胡

・
季
二
〇
〇
四
】
は
、
こ
れ
と
同
類
の
竹
簡
と
し
て
地
就
銭



名
簿
を
掲
げ
る
が
、
狭
義
の
文
書
簡

（ｇ
‐
占
瑠
）
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
本
稿

で
は
結
論
を
留
保
し
て
お
き
た
い
。

（
２０
）

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、
九
六
頁
】
は
、
「戸
籍
竹
簡
」
と
し
て
い
る
。

（
２‐
）

こ
の
ほ
か
多
く
の
戸
主
簡
に
は
、
里
名
と
爵
位

（公
乗
）
な
ど
も
併
記
さ
れ
て

い
た
。

（
２２
）

【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
、　
一
一
〇
五
、　
一
一
〇
八
頁
】
に
よ
れ
ば
、
⑩

。

①
と
も
、
冒
頭
の

「右
」
字
の
上
に
墨
点
が
打
た
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
他

の
同
類
簡

（卜
Ｍ
Ｐ

ｇ
ぷ
９

に
も
該
当
例
が
あ
る
。
な
お
標
題
簡
の
な
か
に
、

「廣
成
里
謹
列
所
□
吏
人
名
年
紀
鶯
簿
」
奮
８
９

と
い
う
里
か
ら
県
衛
に
送
達

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
安
部
聡

一
郎
の
教
示
に
よ
る
と
、
例
外
的
な

存
在
な
よ
う
だ
が
、
事
情
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

（
２３
）

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、
九
五
頁
】
は
、
「戸
籍
木
積
」
と
し
て
い
る
。

（
２４
）

高
村
武
幸
は
、
帳
簿

（
こ
こ
で
は
年
紀
簿
）
内
容
の
保
証
証
書

（割
符
）
の
機

能
を
も
つ
文
書
で
、
「送
り
状
」
の
機
能
を
も
兼
備
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
て

い
る

【
高
村
二
〇
〇
四
、
二
人
買
】
。

（
２５
）

註
（
２３
）
に
同
じ
。

（
２６
）

伊
藤
彼
雄
が
紹
介
し
て
い
る

【
伊
藤
二
〇
〇

一
、　
一
〇
七
頁
】
、
小
武
陵
郷
の

勘
農
稼
文
畢
か
ら
功
曹
に
宛
て
ら
れ
た
年
次
未
詳
の
木
積
も
同
じ
よ
う
な
上
行
文

書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
内
容
の
理
解
に
は
困
難
が
あ
る
。

（
２７
）

胡
平
生

。
李
天
虹
が
研
究
史
を
整
理
し
て
い
る
が

【
胡

・
季
二
〇
〇
四
、
六

一

二
―
六

一
三
買
】
、
「私
学
」
が
身
分
の

一
種
で
あ
る
こ
と
は
、
①
の
蔦
）
］
⇔
誤

の
内
容
か
ら
も
疑
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２８
）

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、　
一
〇
二
頁
】
も
、
「薦
挙
版
」
と
す
る
。

（
２９
）

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、　
一
〇

一
頁
】
は
、
長
さ

一
七
セ
ン
チ

（下
鋏
）
、

幅
四
セ
ン
チ
の
も
の
を

「書
信
木
贖
」
と
す
る
。
や
は
り
行
書
で
両
面
三
行
に
わ

た
る
が
、
「木
贖
」
が
妥
当
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
３０
）

【
西
林

（監
修
）
二
〇
〇
四
、　
一
〇
二
頁
】
は
、
「名
刺
木
贖
」
と
す
る
が
、

三

・
ニ
セ
ン
チ
と
い
う
数
値
と

一
行
と
い
う
行
数
か
ら
し
て
、
「木
簡
」
と
す
べ

き
で
あ
ろ
つゝ
。

（
３．
）

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
二
三
―
二
四
頁
】
に
よ
る
と
、
駕
］
（∞
）誤
も

の
背

面
に
は
習
字
が
あ
り
、
駕
中
（∞
）誤
溜

に
は
文
字
が
な
い
と
い
う
。

（
３２
）

谷
口
建
速
は
、
【
整
理
組

（編
）
二
〇
〇
三
】
に
収
録
さ
れ
た
竹
簡
に
含
ま
れ

て
い
る
、
冒
頭
の

「出
」
字
を
記
す
も
の
に
注
目
し
、
こ
れ
が
倉
か
ら
の
穀
物
搬

出
に
関
わ
る
竹
簡
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

【
谷
口
二
〇
〇
五
】
。

（
３３
）

胡
平
生

。
李
天
虹
は
、
田
家
苅
は
収
税
米
別
、
収
租
米
別
、
収
布
別
、
収
銭
別
、

お
よ
び
田
家
佃
田
頃
畝
早
熟
別
な
ど
を
基
礎
に
し
て
作
成
さ
れ
た
と
す
る

【
胡

・

李
二
〇
〇
四
、
六
〇
六
―
六
〇
七
頁
】
。
前
四
者
は
と
も
か
く
、
最
後
の
早
熟
別

は
具
体
例
も
な
く
、
文
書
と
し
て
の
性
格

・
機
能
か
ら
も
首
肯
し
が
た
い
。
ま
た

一
方
、
賦
税
納
入
簡
に
見
え
る
税
種
は
多
様
で
あ
っ
て
、
田
家
苅
に
頻
出
す
る
税

米

・
租
米
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
も
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
３４
）

註
（
２４
）
、
参
照
。

（
３５
）

出
上
し
た
簡
贖
の
最
古
の
紀
年
は
、
後
漢
極
末
の
建
安
二
五

（
三
二
〇
）
年
で

あ
り

（蔦
）
艦
８
）
、
呉
最
初
期
の
黄
武
元

（三
二
二
）
年
の
も
の
も
あ
る
が

（蔦
〕
色
≦
∞
）
、
圧
倒
的
多
数
は
本
文
で
述
べ
た
期
間
に
収
敏
さ
れ
る
。

（
３６
）

た
だ
し
生
活
用
器
の
な
か
に
は
破
損
を
受
け
ず
に
完
存
し
て
い
る
も
の
も
少
な

く
な
く
、
青
盗
器
で
は
完
存
が
五
二
件
に
も
達
す
る

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、　
一

〇
頁
】
。

（
３７
）

た
だ
第
二
層
か
ら
出
上
し
た
彩
し
い
数
の
簡
憤
が

一
度
に
全
て
投
棄
さ
れ
た
と

考
え
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
。
詳
細
な
出
土
状
況
は

【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
七
買
】
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、　
一
七
種
中
で
紀
年
が
最
も
新
し
い

克
民
田
家
苅
は
、
部
分
的
な
が
ら
竹
簡
の
上
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
よ
う
な
か
っ
こ

う
で
埋
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
３８
）

生
活
用
品
中
の
陶
磁
器
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
【
整
理
組

一
九
九
九
Ｂ
、
四

一

―
四
二
頁
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
３９
）

本
文
で
は
、
「
田
戸
曹
」
を
、
県
衛

（臨
湘
侯
目
）
の
単

一
の
部
局
と
解
釈
し

て
き
た
が
、
田
曹
と
戸
曹
を
総
称
し
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
そ
の
職
掌
に
つ
い
て

も
名
称
か
ら
の
推
定
に
頼
っ
て
い
る
。
こ
の
点
も
田
家
苅
や
賦
税
納
入
簡
に
見
え

て
い
る
田
土
や
諸
税
の
性
格
な
ど
と
と
も
に
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

【文
献

一
覧
】

［日
文

・
五
十
音
順
］

安
部
聡

一
郎
二
〇
〇
四
　

「長
沙
呉
簡
に
み
え
る
名
籍
の
初
歩
的
検
討
」
、
呉
簡
研

（編
）
二
〇
〇
四
、
三
九
―
五
三
買
。

伊
藤
敏
雄
二
〇
〇

一
　

「長
沙
走
馬
楼
簡
贖
調
査
見
聞
記
」
、
呉
簡
研

（編
）
二
〇
〇

一
、
九
四
―

一
〇
九
買
。

伊
藤
敏
雄
二
〇
〇
四
　

「三
国
呉
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
膨
大
な
新
史
料

（長
沙
走
馬

楼
三
国
呉
簡
）
―
地
下
か
ら
の
贈
り
物
　
簡
積
資
料
の
価
値
と
研
究
状
況

（第
十

回
）
―
」
、
『東
方
』
第
二
人
四
号
、　
一
人
―
二

一
買
。

大
庭
　
脩

一
九
八
四

　

『木
簡
学
入
門
』
、
東
京
、
講
談
社
。

開
尾
史
郎
二
〇
〇

一
　

「吏
民
田
家
苅
の
性
格
と
機
能
に
関
す
る

一
試
論
」
、
呉
簡
研

（編
）
二
〇
〇

一
、
三
―

一
五
頁
。

高
村
武
幸
二
〇
〇
四
　

「長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
郷
」
、
呉
簡
研

（編
）
二
〇
〇

四
、
二
四
―
三
人
頁
。

谷
口
建
速
二
〇
〇
五
　

「穀
物
搬
出
文
書
の
復
元
と
検
討
」
、
長
沙
呉
簡
研
究
会
例
会

報
告

（
二
〇
〇
五
年
六
月

一
八
日
）
。

長
沙
呉
簡
研
究
会

（呉
簡
研
）
二
〇
〇

一
　

（編
）
『嘉
禾
吏
民
国
家
苅
研
究
―
長
沙

呉
簡
研
究
報
告

。
第

一
集
―
』
、
東
京
、
長
沙
呉
簡
研
究
会
。

長
沙
呉
簡
研
究
会

（呉
簡
研
）
二
〇
〇
四
　

（編
）
『長
沙
呉
簡
研
究
報
告
』
第
二
集
、

東
京
、
長
沙
呉
簡
研
究
会
。

冨
谷
　
至
二
〇
〇
二
　

（王
維
坤
訳
）
「関
子
二
〇
〇

一
年
日
本
的
中
国
古
代
史

（秦

漢
至
六
朝
）
研
究
」
、
黄
留
珠

・
魏
全
瑞

（主
編
）
『周
秦
漢
唐
文
化
研
究
』
第

一
輯
、

二
五
九
―
二
六
七
頁
、
西
安
、
三
秦
出
版
社
。

中
村
威
也
二
〇
〇
四
　

「獣
皮
納
入
簡
か
ら
見
た
長
沙
の
環
境
」
、
呉
簡
研

（編
）
二

〇
〇
四
、
五
四
―
六
人
頁
。

西
林
昭

一
二
〇
〇
四
　

（監
修
）
『湖
南
省
出
土
古
代
文
物
展
覧

古
代
中
国
の
文
字
と

至
宝
』
、
東
京
、
毎
日
新
聞
社
／

（財
）
毎
日
書
道
会
。

概
山
　
明

一
九
九
五
　

「刻
歯
簡
蹟
初
探
―
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
―
」
、
『木
簡
研

究
』
第

一
七
号
、　
三
ハ
五
―

一
八
六
頁
。

粗
山
　
明
二
〇
〇

一
　

「魏
晋
楼
蘭
簡
の
形
態
―
封
検
を
中
心
と
し
て
―
」
、
冨
谷
至

（編
）
『流
沙
出
上
の
文
字
資
料
―
楼
蘭

・
尼
雅
文
書
を
中
心
に
―
』
、　
三
二
五
十

一

六
〇
頁
、
京
都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

［中
文

。
画
数
順
］

王
　
素
二
〇
〇
四
　

「長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
研
究
的
回
顧
与
展
望
」
、
研
討
班

（編
）
二
〇
〇
四
、　
一
―
三
九
頁
。

王
　
こ
至

九
九
〇
　

「魏
晋
南
北
朝
時
期
的
度
量
衡
」
、
河
南
省
計
量
局

（編
）
『中
国

古
代
度
量
衡
論
文
集
』
、
三
三

一
―
三
三
七
頁
、
鄭
州
、
中
州
古
籍
出
版
社
。

子
振
波
二
〇
〇
四
　

『走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
、
台
北
、
文
津
出
版
社
。

北
京
呉
簡
研
討
班

（研
討
班
）
二
〇
〇
四
　

（編
）
回
ハ簡
研
究
』
第

一
報
、
武
漢
、

崇
文
書
局
。

李
均
明

・
周
自
如

・
楊
　
差患
（李
他
）
二
〇
〇

一
　

「関
於
長
沙
走
馬
楼
嘉
禾
吏
民
田

家
苅
的
形
制
特
徴
」
、
李
学
勤

・
謝
桂
華

（主
編
）
『簡
鳥
研
究

一
一〇
〇

一
』
、
四
人

五
―
四
九

一
頁
、
桂
林
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
。

長
沙
市
文
物
工
作
隊

。
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所

（長
工

・
長
研
）

一
九
九
九

　

（宋

少
華

。
何
旭
紅
執
筆
）
「長
沙
走
馬
楼

蔦
］
発
掘
簡
報
」
、
『文
物
』

一
九
九
九
年
第

五
期
、
四
―
二
五
買
、
彩
版

一
―
四
、
表
紙
。

長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所

。
中
国
文
物
研
究
所

。
北
京
大
学
歴
史
学
系

走
馬
楼
簡
積

整
理
組

（整
理
組
）

一
九
九
九
Ａ

（編
）
『長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡

嘉
禾
吏
民
田



家
苅
』
二
冊
、
北
京
、
文
物
出
版
社
。

長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所

・
中
国
文
物
研
究
所

・
北
京
大
学
歴
史
学
系

走
馬
楼
簡
贖

整
理
組

（整
理
組
）

一
九
九
九
Ｂ
　
　
（宋
少
華

・
何
旭
紅
執
筆
）
「長
沙
走
馬
楼
二

十
二
号
井
発
掘
報
告
」
、
整
理
組

（編
）

一
九
九
九
Ａ

（上
）、
三
―
六
〇
頁
。

長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所

。
中
国
文
物
研
究
所

・
北
京
大
学
歴
史
学
系

走
馬
楼
簡
蹟

整
理
組

（整
理
組
）
二
〇
〇
三
　

（編
）
『長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡

竹
簡

［壱
屋

三
冊
、
北
京
、
文
物
出
版
社
。

胡
平
生

一
九
九
八
　

「木
簡
券
書
破
別
形
式
述
略
」
、
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所

。
西

北
師
範
大
学
歴
史
系

（編
）
『簡
憤
学
研
究
』
第
二
輯
、
四
二
―
五
〇
頁
、
蘭
州
、

甘
粛
人
民
出
版
社
。

胡
平
生
二
〇
〇

一
　

「嘉
禾
四
年
克
民
田
家
苅
研
究
」
、
『中
国
出
土
資
料
研
究
』
第
五

号
、
四
―
二

一
買
。

胡
平
生

・
李
天
虹
二
〇
〇
四
　

『長
江
流
域
出
土
簡
憤
与
研
究
』
、
武
漢
、
湖
北
教
育

出
版
社
。

胡
平
生

。
江
力
工
二
〇
〇
四
　

「走
馬
楼
呉
簡

Ｆ嘉
禾
吏
民
田
家
苅
】】
合
同
符
号
研

究
」
、
中
国
文
物
研
究
所

（編
）
『出
土
文
献
研
究
』
第
六
輯
、
二
三
九
―
二
五
九
頁
、

上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成

一
六
―

一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（基
盤
研
究

（Ｂ
）

い

「長
沙
走
馬
楼
出
土
呉
簡
に
関
す
る
比
較
史
料
学
的
研
究
と
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
」
（代
表
、
開
尾
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




